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府域における化学物質の排出量の状況について 

大阪府 環境農林水産部 環境管理室  

 環境保全課 化学物質対策グループ 

                  田原 康作 

  
  目次 

  １．府域における化学物質対策 

  ２．府域における化学物質の排出量等の現況 

  ３．化学物質の自主的な管理の促進 

 

 



  

  １．府域における化学物質対策 

2 



１．府域における化学物質対策 
 

 届出の種類と対象 

3 

第一種管理化学物質
の排出量･移動量･取
扱量等 

化学物質管理計
画書 

化学物質管理目標決定 
及び達成状況 

(1)対象業種 

(2)事業所の従業員数 － 50人以上 50人以上 

(3)会社全体の従業員数 21人以上 － － 

(4)第一種管理化学物質  

の取扱量 

製造業等の24業種 

・PRTR法の第一種指定化学物質（462物質）：1ﾄﾝ以上 
  うち特定第一種指定化学物質（15物質）：0.5ﾄﾝ以上 
・府独自指定物質（24物質）：1ﾄﾝ以上 
 （揮発性有機化合物は、該当物質の合計が1ﾄﾝ以上） 

上記の(1)～(4)の全てに該当する場合に届出が必要 

届出①・② 届出③ 届出④ 府域で約1,800
事業所が届出 

府域で約600 
事業所が届出 
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■条例の届出② 

 

 

 

■PRTR法の届出① 

排出量、移動量  

１．府域における化学物質対策 
 

 化学物質の排出量・移動量・取扱量等 

第一種管理化学物質 排出量・移動量 取扱量 

PRTR法対象物質：取扱量 

府独自指定物質：排出量、移動量、取扱量 

PRTR法対象物質 
（第1種指定化学物質） 

462物質 

府独自指定物質 

24物質 

○届出内容 

 

 

 

 
 

 

○届出期間 
       PRTR法  毎年 4月1日～6月30日 （前年度の実績を届出） 

       府条例   毎年 4月1日～9月30日 （    〃    ） 

届出①・② 

届出① 

届出② 
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○届出内容 

 

 

 
 

 

○届出対象となる事業者・届出期間 
 ・    の対象事業者のうち、従業員数が50人以上の事業所が対象 

 ・届出期間は、届出対象となった日から6ヶ月以内 

 ・内容に変更があった場合は、変更があった日から3ヶ月以内に届出 

●管理体制に関する事項 
・化学物質の適正な管理を行うための 
 管理体制に関する事項 
 （目的・方針、管理組織・規程類、 

  教育・訓練・人材育成方法 など）  
・府民の理解の増進を図るための 
 情報提供の方法 

●緊急事態に対処するための事項 
・化学物質の貯蔵状況 
・管理化学物質の危険性、有害性 
・緊急事態の発生を未然に防止する 
 対策の方針 

・緊急事態発生時の対応マニュアル 

１．府域における化学物質対策 
 

 化学物質管理計画書 届出③ 

届出② 



１．府域における化学物質対策 
 

 化学物質管理計画書 

○大規模災害に備えた化学物質管理制度の見直し 

 平成25年11月に、大阪府化学物質適正管理指針を改正 

 

  

 化学物質管理計画書に大規模災害時のリスク低減のための
方策を追記し、変更届出書を提出 

→詳細については、当セミナーの 

（４）大規模災害に備えた大阪府化学物質管理制度
の見直しについて 

 の内容をご参考ください                                   
 

届出③ 
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○届出内容 

 
 

 

 

 

 

 

 

○届出対象となる事業者・届出期間 
 ・    の対象事業者のうち、従業員数が50人以上の事業所が対象 

 ・毎年 4月1日～9月30日に届出  

 ・計画初年度は、5年程度の期間で化学物質の管理目標を決定し届出 

 ・次年度以降は、前年度の目標達成状況を届出 
 

●化学物質管理目標の決定等 
・有害性が高い、取扱量が多い等、環境 

 リスクが高い管理化学物質の管理目標 

 （管理化学物質に関する情報、 

  リスク評価の手順と結果 など） 

・目標を達成するための具体的な方策に 

 関する計画 

●化学物質管理目標の達成状況 
 の把握 
・目標の達成状況、目標達成のために 
 実施した対策の内容 
 
・検証・評価の結果・見直しの内容  

１．府域における化学物質対策 
 

 化学物質管理目標決定及び達成状況 届出④ 

届出② 



１．府域における化学物質対策 
 

 化学物質管理目標決定及び達成状況 

○平成25年度が目標年度（最終年度）の事業者様へ 

 

 平成26年度は 

 ２種類の届出が必要です 

 （１）平成25年度の目標達成状況の届出 

 

 （２）平成26年度を計画初年度とする管理目標決定の届出 

届出④ 
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１．府域における化学物質対策 
 

 大阪府化学物質管理制度マニュアル 

大阪府化学物質管理制度マニュアルとは？ 
 

→届出の内容や、記入方法について記載 

以下のホームページからダウンロードできます 
http://www.pref.osaka.lg.jp/kankyohozen/shidou/todokede_manual.html 

 

 

届出様式についてもホームページからダウンロードできます 

http://www.pref.osaka.lg.jp/kankyohozen/shidou/kanri.html 
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２．府域における化学物質の排出量等の現況 

10 
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２．府域における化学物質の排出量等の状況 
 

 ＰＲＴＲ法に基づく届出排出量の推移 

8,474 8,165 7,470 6,869 6,516 5,627 4,753 4,659 4,623 4,481

19,035 20,035
18,405

16,152
13,721 13,872

12,215 12,542 11,850 10,696

0

10,000

20,000

30,000

H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24(年度)

届出外排出量

届出排出量

（トン）

15,17716,47317,20216,969

19,49920,237

23,020

25,875
28,19927,509
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２．府域における化学物質の排出量等の状況 
 

平成24年度の都道府県別の届出排出量と届出外排出量 
（ＰＲＴＲ法） 

11,676

1,996

7,702

6,588

9,383

6,118

6,939

3,307

4,481

9,302

12,645

16,538

9,659

10,467

7,405

10,449

8,898

12,332

10,696

5,634

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000

愛知県

東京都

埼玉県

千葉県

静岡県

神奈川県

茨城県

北海道

大阪府

広島県

届出排出量

届出外排出量

24,321

18,534

17,361

17,055

16,788

16,567

15,837

15,639

15,177

14,936

（トン）

○大阪府の排出量は全国で９位 （平成23年度は7位） 
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２．府域における化学物質の排出量等の状況 
 

平成24年度の府域における届出排出量・移動量・取扱量 
（ＰＲＴＲ法及び府条例） 

(0.3千トン) 

 

廃棄物としての移動 
19.6千トン 

（10.2千トン） 
 

下水道への移動 
0.26千トン 

（0.23千トン） 

大気への排出 
10.3千トン 

  （9.9千トン） 

公共用水域への排出 

   0.65千トン 

  （0.04千トン） 

土壌への排出 
0.0004千トン 

（0.0004千トン） 
 
 

事業所内での埋立処分 
 0トン 

製品 等 

取扱量 
7,534 
千トン 

（）内はVOC 

○届出排出量に占めるVOCの割合は9割以上 



２．府域における化学物質の排出量等の状況 
 

 環境への排出量の経年変化 （ＰＲＴＲ法及び府条例） 

14,369

12,558
11,853 11,381 10,961
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２．府域における化学物質の排出量等の状況 
 

届出排出量の上位５物質 （ＰＲＴＲ法及び府条例） 
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２．府域における化学物質の排出量等の状況 
 

 届出排出量の上位5業種 （ＰＲＴＲ法及び府条例） 
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２．府域における化学物質の排出量等の状況 
 

事業所の従業員規模別の届出排出量 （ＰＲＴＲ法及び府条例） 

届出排出量の合計 １事業所あたりの届出排出量 
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２．府域における化学物質の排出量等の状況 

 届出取扱量に対する届出排出量の割合 

 （ＰＲＴＲ法及び府条例の届出排出量上位５業種） 

平成24年度の届出排出量 
届出取扱量に対する 
届出排出量の割合 

届出取扱量 
(トン） 

20,258 

2,378,135 

4,017,745 

3,716 

11,133 



  

３．化学物質の自主的な管理の促進 
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３．化学物質の自主的な管理の促進 

 排出量削減等に向けた対策事例の収集 

大阪府及び市町村は、届出排出量の多い事業所を中心に、 
届出内容の確認や立入調査を実施し、必要に応じ指導・助言 
 
→排出量等の削減事例や、リスクコミュニケーション等の 
  取組事例について収集 
 
 
 
排出量削減等に向けた主な対策事例について、以下のスライド 
にて紹介 
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３．化学物質の自主的な管理の促進 

 排出量等の削減に向けた主な対策事例 

業種 電気機械器具製造業 従業員数 50～100人 物質名 キシレン 

工程 塗装 用途 塗料希釈用シンナー 

実施内容 
（１） 

 キシレン・トルエン等のVOCの含有率が低い塗料希釈用シンナーを塗装業者の
協力を得て開発を行い、使用量及び排出量を削減した。一般的に塗料希釈用シ
ンナーは、作業場の温度変化により揮発速度に違いが生じるため、夏用・冬用
の2種類を開発した。なお、開発のきっかけは、汎用性の高い塗料希釈用シン
ナーの開発の方が、VOC含有率の低い塗料を個別に開発するよりも、コスト的に
も取り組み易く、効果が見込まれたためである。 

実施内容 
（２） 

 工場のQCサークル活動の中でVOC使用量削減を取り上げ、塗料や溶剤の使用方
法に個人差が生じないように、主に以下の作業を標準化した。 
○容器開口部のカバーの改良による溶剤揮発防止 
○塗装時のハケとスプレーの効果的な使い分け 
・下塗り：吹付け塗装主体からハケ塗り主体に変更 
・上塗り：吹付け塗装主体 

効果  塗料希釈用シンナーに含まれているキシレンの年間排出量を前年度比50％以
上削減した。トルエン、エチルベンゼンの取扱量に関しては、平成24年度実績
で１ｔ未満となり届出対象外となった。VOCの年間総排出量についても、前年度
比40%以上削減できた。 

■塗装用シンナーの開発及び社員教育の実施等 



３．化学物質の自主的な管理の促進 

 排出量等の削減に向けた主な対策事例 
■ドライクリーニングの洗浄剤の切替 

業種 洗濯業 従業員数 50～100人 物質名 テトラクロロエチレン 

工程 洗濯 用途 ドライクリーニングの溶剤 

実施内容  近年、水洗が可能なアクリル系繊維が増えてきていることが背景にあり、顧
客との協議を行ったことにより、ドライクリーニングから水洗への切替を実施
した。 

効果  水洗の割合が増加したことにより、テトラクロロエチレンの排出量が前年度
比40％以上削減した。 

業種 一般機械器具製造業 従業員数 300人以上 物質名 キシレン 

工程 塗装 用途 製品の塗装 

実施内容  塗装部分の面積から、塗装に必要な塗料の量を算出して塗料を購入している。
四半期ごとに、塗料購入量と実際に塗装での塗料使用量を計算し、塗料の使用
に無駄がないか点検している。 

効果  塗料の購入量と使用量を指標化することにより、効率的に塗料が使用されて
いるか従業員で情報共有することができ、余分な塗料の購入削減や、廃棄塗料
の削減につながっている。その結果、取組み開始当初と比較し、実際の塗装で
の塗料使用量は、塗装部分の面積から算出した塗料の量に近づいている。 

■塗料使用量の効率化 

21 



３．化学物質の自主的な管理の促進 

 排出量等の削減に向けた主な対策事例 

業種 窯業・土石製品製造業 従業員数 50～100人 物質名 ＶＯＣ総量 

工程 塗装 用途 建築物などに用いられる塗料 

実施内容  下塗り工程で使用する塗料の一部を、溶剤塗料から水系塗料に変更した。 

効果  塗料に含まれるＰＲＴＲ届出物質（エチルベンゼン、キシレン、トルエン）
の取扱量を約40%削減した。 

■下塗り塗料の変更 

業種 食料品製造業 従業員数 300人以上 物質名 ノルマル－ヘキサン 

工程 製造 用途 油脂抽出工程の溶剤 

実施内容  設備内を正圧に保つためにシールガスを供給しているが、これまで設備の配
管内の圧力に歪みがあったため、歪みを解消するために過剰のシールガスを供
給していた。そこで、配管の口径を大きくして圧力の歪みを改善したことによ
りシールガス供給量を削減し、シールガスとともに排出される溶剤量を削減し
た。 

効果  当工程で使用するノルマル－ヘキサンの月間使用量を、前年同月比で約9%削
減した。 

■既存設備の改善 
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３．排出量等の削減事例 

 排出量等の削減に向けた主な対策事例 

業種 ゴム製品製造業 従業員数 300人以上 物質名 トルエン 

工程 接着 用途 接着剤の溶剤 

実施内容  接着剤塗布後の乾燥工程で発生する排ガス処理について触媒式燃焼処理装置
を使用していたが、ＥＳＣＯ事業により蓄熱式燃焼処理装置に更新した。 
 当事業所では、接着工程にて多量のトルエンを排出していたが、化学物質の
排出量削減に限定した取組みでは、排ガス処理装置の更新はコストが非常に高
くなるため困難であった。しかし、温暖化対策の観点からＥＳＣＯ事業として
より燃費の良い蓄熱式燃焼処理装置を導入することにより、結果として排ガス
の処理効率が向上し、トルエンの排出量及びエネルギー使用量を削減すること
ができた。 

効果  これまで使用していた触媒式燃焼処理装置の処理効率が約９０％程度であっ
たが、更新後の蓄熱式燃焼処理装置の処理効率は約９９％であり、処理効率を
改善できたとともに、燃料（都市ガス）使用量を４０％以上削減することがで
きた。 

■ＥＳＣＯ事業※による排ガス処理装置の更新 
※ＥＳＣＯ事業：省エネルギー改修にかかる費用を光熱水費の削減分で賄う事業 
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平成２４年度の府域における化学物質の排出量等の
公表について 

○平成26年3月10日より、以下のホームページで公表して
います。 

 
 http://www.pref.osaka.lg.jp/kankyohozen/shidou/kouhyou.html 
 

○平成24年度のＰＲＴＲデータ集計結果は、平成26年3月6
日より、以下のホームページで公表しています。 

 
（環境省）PRTRインフォメーション広場 
 http://www.env.go.jp/chemi/prtr/risk0.html 
 
（経済産業省）化学物質排出把握管理促進法 
 http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/index.html 


